
災害時における物資供給及び貸与に関する協定書 

 

 輪島市(以下「甲」という。)と               (以下「乙」

という。)は、災害時における物資の供給及び貸与に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

(趣旨) 

第 1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力し

て、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定める

ものとする。 

(協定事項の発効) 

第 2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対

策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発効する。 

(供給等の協力要請) 

第 3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、

乙に調達が可能な物資の供給及び貸与を要請することができる。 

(調達物資の範囲) 

第 4条 甲が、乙に供給及び貸与を要請する物資の範囲は、次に掲げるも

ののうち、乙が調達可能な物資とする。 

 (1)  別表に掲げる物資 

(2)  その他甲が指定する物資 

(要請の方法) 

第 5条 第 3 条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記

載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するい

とまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するも

のとする。 

(物資の供給等の協力) 

第 6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先

供給及び優先貸与に努めるものとする。 

(納入等) 

第 7条 物資の納入場所は、甲が指定する避難所又は福祉避難所とし、そ

の指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が

自ら運搬することができないときは、甲が定める運送手段により運搬す

るものとする。 



2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通

行できるよう配慮するものとする。 

(費用の負担) 

第 8条 第 6 条の規定により、乙が供給及び貸与した物資の代金及び乙が

行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。 

2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格を基準とし、

甲と乙が協議の上速やかに決定する。 

(費用の支払い) 

第 9条 物資の供給及び貸与に要した費用は、乙の請求により、甲が支払

うものとする。 

2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用

を乙に支払うものとする。 

(情報交換) 

第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等につい

ての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。 

(協議) 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、

甲乙協議の上決定するものとする。 

(有効期間) 

第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は

乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するもの

とする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、

各自 1通を保有する。 

 

 

     年  月  日 

 

甲  石川県輪島市二ツ屋町 2字 29番地 

                輪島市 

                輪島市長  

 

乙   

    

    



 

別表 

災害時における応急対応可能な福祉用具 

区分 分類 主な品種 

供給 日用品等 

設置物品等 

 

 

紙おむつ、紙パンツ、尿とりパッド等 

介護ウェット等の「ウェット拭きもの類」 

腰掛便座 

腰掛便座用パーテーション 

特殊尿器 

入浴補助具 

簡易浴槽 

その他日用品等 

貸与 設置物品等 車いす、車いす付属品 

特殊寝台、特殊寝台付属品 

寝具一式 

床ずれ防止用具 

体位変換器 

手すり 

スロープ 

歩行器、歩行補助つえ 

認知症高齢者徘徊感知器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


